
平成 23 年 4 月 1 日  
 
お客様各位  

熊本県信用組合  
 
中小企業者等への金融の円滑化に向けた取組みについて  

 
 当組合では、平成 21 年 12 月 4 日に「中小企業者等に対する
金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」が施行され

たことを受け、「中小企業者等の金融の円滑化に向けた基本方

針」を策定し、景気の低迷が継続している厳しい経営・雇用環

境の中で、地域の中小企業者や個人事業主、住宅ローンをご利

用中の個人のお客様の資金繰りが円滑となるよう資金需要や貸

出条件変更、経営支援などに、迅速かつ適切に取り組んでおり

ます。  
 こうした中、平成 23 年 3 月 31 日に、中小企業者等金融円滑
化法が 1 年間延長されたことを受け、引き続き「金融の円滑化」
の実現に向け、取り組んでいくとともに、先般の東日本大震災

の影響を直接または間接的に受けておられるお客様に対しても、

お客様のご事情に応じて、積極的かつ丁寧にご相談を承ってお

ります。  

 
以   上  


